
市 長 議 会 

上程 

議決 

（仮称）長久手市自治基本条例 制定体制図 

検討委員会 

自治基本条例について、学び、考

えながら、条例に盛り込む内容を

検討し、最終的に条例骨子案とし

てとりまとめます。 

関係各課職員 

行 政 情報共有、連携 

事務局 

進行役 

（ファシリテーター） 

経営企画課 

委託業者 

職員検討委員会 

条例原案を作成しま

す。 

地域対話集会 

自治基本条例の周知もかねて、地域

ごとに、対話集会を行います。 

市内イベント等 

市民まつり等、多くの人が集まるイベン

トにて、市民の意見を集めたり、条例の

周知を行います。 

パブリックコメント 

条例原案に対する市民の意見を集め

ます。 

公募市民 

地縁団体 

市民活動団体 

市市 民 
提言 

市民ワークショップ 

まちについて楽しくみんなで語る、検討

委員会の拡大版として、市民ワーク

ショップを行います。 

学識経験者（監修） 


